
赤磐市内の事故発生状況

これは〇かな×かな！？

令和８年４月１日より自転車の交通違反に
「青切符」が適用されます！

区 分
期 間

人身 死亡
負傷者数

重傷 軽傷 計

令和８年２月中 1 0 0 1 1

前年比 増減 -2 0 0 -3 -3

令和８年１月～令和８年２月末 3 0 1 2 3

前年比 増減 -4 0 0 -6 -6

〇信号無視
反則金６，０００円

〇一時不停止
反則金５，０００円

〇車道の右側通行
反則金６，０００円

〇イヤホンの使用
反則金５，０００円

〇傘さし運転
反則金５，０００円

Ａ．自転車は通っても良いので〇です。軽車両を除く
との記載があり、自転車は軽車両にあたるので通行
してもよいです。この標識は歩行者専用道路であり、
土曜・日曜・休日を除いた平日の７時から８時まで
の間は歩行者と軽車両以外の人は通行してはいけな
いという意味になります。しかし、軽自動車は軽車
両に含まれないので、気をつけましょう。

★年齢１６歳以上。それ以下の人には原則として指導警告が行われます。

〇遮断踏切立入り
反則金７，０００円

〇無灯火
反則金５，０００円

〇並進
反則金３，０００円

〇携帯電話使用等（保持）
反則金１２，０００円

〇被側方通過車義務違反
反則金５，０００円

※重大な違反については
「赤切符」等で処理されます。

Ｑ．この標識があるところは自転車は通ってもよい？

軽車両を除く
土曜・日曜・休日を除く

７－８

軽車両とは原則として原動機を
持たない車両の総称をいいます

交通ルールを再確認するとともに車両の運転者としての自覚と責任を持ち、
今まで以上にルールをしっかりと守りましょう。
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